別記第５号様式（第６条関係）
第　　　号　
　　　　年　　月　　日　


様

熊本県知事　　　　　　　　　　　　


　年度熊本県臨床調査個人票電子化等推進事業補助金交付決定通知書
　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で申請のあった熊本県臨床調査個人票電子化等推進事業補助金については、熊本県補助金等交付規則第４条の規定により、下記の条件を付けて金　　　　　　円を交付することに決定しましたので、同規則第６条の規定により通知します。
記

補助の条件
　１　補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。
　２　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
　３　熊本県補助金等交付規則及び熊本県臨床調査個人票電子化等推進事業補助金交付要
[bookmark: _GoBack]綱の規定を遵守すること。
